
  きぼうでは，初めて日本の小学校へ通う児童とその保護者のために，入級時にガイダンスを行っています。きぼ

うでの生活の様子を紹介するのはもちろん，日本の学校でのきまりを親子で知ってもらうことが大切だからです。

また，きぼう修了時にも，保護者向けに修了ガイダンスを行います。登下校の仕方や給食で準備するものなど，こ

れから毎日学校生活で必要となることを再確認するためです。今回は，入級ガイダンスと修了ガイダンスをどの

ように行っているかを紹介します。 

きぼう入級ガイダンス 

  まずは，きぼうに通う期間やきぼうでの一日の流れなどを，パワーポイントを使って説明します。言葉の説明だ

けでは日本の学校生活のイメージができない児童や保護者のために，パワーポイントは図や写真，映像を多用す

ることはもちろん，ポルトガル語，タガログ語の音声が入ったものを用意しています。それにより相談員さんや TB

さんには説明の補足や保護者の質問や要望を聞いていただく余裕ができ，より丁寧な対応ができています。 

きぼうの概要を

理解し，きぼうに通

級できることが確

認できたら，生活の

きまりや持ち物につ

いて「入級ガイダン

ス資料」の冊子と

パワーポイントを併

用して説明を進め

ていきます。 

ガイダンスに来

る児童を見ると，ア

クセサリーをしてい

たり，スマートフォンを持っていたり，髪を染めていたりします。そこで，日本の学校では服装や髪型，持ち物にきま

りがあることを説明します。また，ブラジルやフィリピンでは，家からお金を持ってきて，お菓子や飲み物を自分で

買うことのできる学校もあります。日本ではお金を学校に持ってこないことや，弁当（給食）以外の食べ物を食べ

ないことも伝えます。ブラジルでは，朝ごはんを食べないという習慣の児童もいるようです。ブラジルの学校では，

お腹がすけば自分で食べ物を買うことができるため困ることはないですが，日本の学校ではそれができません。

そのため「朝ごはんをしっかり食べてきてください。」というお願いもしています。 

連絡帳のサインや連絡袋の中身のチェックなど，毎日やってほしいことも伝えます。児童に宿題が出ることも伝

え，保護者には毎日確認をしてもらえるよう依頼します。ガイダンスで依頼することで，しっかり見てくださる保護

者の方が多いですが，中には家庭の都合であまり見ていただけない場合もあります。そのときは電話連絡をして

再度お願いをし，きぼう修了ま

でに，なるべく習慣化してもら

えるようにしています。 
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きぼう修了ガイダンス 

  きぼう修了時のガイダンスで

は，児童の学校での様子を伝え

つつ，今後在籍校での生活で必

要になる登下校，持ち物，遅刻・

欠席連絡，給食などについて再

度確認をしています。 

毎週金曜日に在籍校へ登校し

ているため，登下校や毎日の持ち

物などはわかっているようですが，

給食当番のエプロンセットや教科

によって必要な教材・教具（リコー

ダーや彫刻刀など）については，

まだ準備していないことがあります。他には，給食費や学年費の集金案内

の見方や集金方法の確認を行います。 

また，引っ越し・帰国する際にはまず学校へ連絡してほしいことを伝えま

す。ガイダンスを行うことで，必要なことを再確認し，しっかり準備をして学

校へ通ってもらえるように支援しています。 

 

 

 

  外国人の子どもたちの中には，日常での友だちとのやり取りはできるけれど，授業での読み書きに

困難を感じている子どもたちが多くいます。近年，日本語指導と特別支援教育の双方向からの研究

が進んでおり，例えば文字の読み書きに課題のある外国人の子どもを対象とした視線追尾検査

や，読み書きに関する発達障害の検査，言語を介さない知的能力の検査等による読みの困難度

の調査なども行われています。教科書の使用に当たって，日本語が分からないことにより生じる困難と，識字障

害等の障害により生じる困難の原因は異なりますが，その程度は必ずしもどちらの方が軽いと言えるものではな

いという結果報告もあります。そのため，いずれの場合も困難さに配慮した支援が必要となります。 

特別支援教育では読み書きに困難がある子どもたちのために，以前から「マルチメディアデイジー教科書（朗

読音声がハイライトした文と同時に再生されるデジタル教科書）」が知られています。DAISY（デイジー）とは，

Digital Accessible Information Systemの略です。200８年施行の「教科用特定図書普及促進法（教科書

バリアフリー法）」と「著作権法第３３条の２」の改正により，ＬＤ（学習障害）等の発達障害や弱視等の視覚障害

等の児童生徒のために，「マルチメディアデイジー教科書」が製作できるようになっています。 

今年度，立命館大学の DAISY研究会のWEBサイト （ https://rits daisy.com/?page_id=425）に， 

東京書籍小学校国語教科書（１～６年生）の３０単元が日本語・ポルトガル語の２言語で対訳され，「多言語

DAISY 教科書」として公開されました。教科書本文テキストと「ふり返る」のページが対訳されており，両言語共

に肉声録音で聴くことができます。また，基本単語の両言語対照表「ことばの学び」が単元ごとに付加されてい

ます。日本語指導が必要なブラジル人児童には，「①発音，イントネーション，アクセント ②音と文字の対応 ③漢

字の読み ④音声化による文章の意味の理解 ⑤母語保持」などの効果が期待できるものです。 

立命館大学の DAISY 研究会の WEB サイトでは，多言語 DAISY 教科書の説明やダウンロードの方法， 

再生ソフト等についても詳しく知ることができます。ポルトガル語のサイトもありますので，保護者に家庭学習の教

材として紹介することも考えられます。一度，ご覧になってみてください。 
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